
福　岡　県

ひとりで悩まず、まず相談！

０９４８－２２－１１４９

飯塚市新立岩８番１号　福岡県飯塚総合庁舎　別館２階

　※県内４か所（福岡、北九州、筑後、筑豊）に設置

〇 労働相談を行っています。  ＜秘密厳守、相談無料、予約優先＞

　労働（雇用）に関する様々な問題（解雇、賃金、労働時間、パワハラ・セクハラ等）に

ついて、労働者・使用者どちらの方からも相談をお受けし、助言・情報提供等を行うこと

で自主的な解決が図られるよう支援しています。

　また、当事者のみでの解決が困難な場合には、労働者支援事務所が労働者・使用者の双

方から事情をお聴きして、実情に即した歩み寄りを促す「あっせん」も行っています。

〇 働き方改革に取り組む企業への支援を実施しています。

　働き方改革（魅力ある職場づくり、テレワークの導入など新しい

働き方）に取り組む企業に対し、実践に向けた取り組みの支援を行います。

＜労働相談の開設日等について＞

※ 上記のほか、管内（筑豊地域）市町村役場等を会場として、年１回労働問題相談会を開催しています。

◆ 特別相談会（令和６年度）

日曜労働相談会（６月２３日、１１月２４日）、職場のハラスメント集中相談会（９月２５日、

９月２６日）、解雇・雇止め集中相談会（令和７年２月２６日、２月２７日）を行います。

◆ メールによる相談受付

・相談専用メールアドレス chikuhou-rso@pref.fukuoka.lg.jp （すべて半角小文字）

　※回答は、来所による相談または電話で行います。メールによる回答はいたしませんので

　　ご了承ください。

ＴＥＬ：

住所：

労働者支援事務所について

　筑豊労働者支援事務所

会場区分

通常相談
（来所・電話）

直方市、田川市、嘉麻市の各市役所庁舎等

毎週水曜日　１７時１５分～２０時
（祝日の場合は翌日。年末年始を除く）

※転送電話により、県内４か所の労働者
　支援事務所が輪番制で対応。

職場の悩み相談
（女性対象）

毎月第１水曜日　１０時～１２時
（前日１２時までに要予約）

イイヅカコミュニティセンター
（飯塚市男女共同参画推進センター
　「サンクス」）

毎月第２火曜日　１３時～１６時
（前日１２時までに要予約）

宮若市役所　会議室

毎月第３火曜日　１３時～１６時
（前日１２時までに要予約）

直方市役所１階　市民相談室

毎月第４水曜日　１３時～１６時
（前日１２時までに要予約）

田川市役所　会議室

随時予約受付

夜間電話相談

日時

平日　８時３０分～１７時１５分
（祝日、年末年始を除く）

出張相談

福岡県筑豊労働者支援事務所のご案内

Ｒ６．４作成


